
簡易型一般競争入札(見積)の公示 

 

簡易型一般競争入札（見積）をおこなうので、次のとおり公示する。 

 

平成 22 年 12 月 27 日 

真宗佛光寺派宗務所 総務部長 澁谷晃 

 

1.  入札（見積）に付する事項 

(1) 工事名称  本山佛光寺 本廟擁壁等改修工事 

(2) 工事場所  京都市東山区粟田口鍛冶町地内 

(3) 工事概要  擁壁工事（h=1.8m、L=8.0m）、植栽工事１式、通路舗装工事（0.55m 

  ×67.5m） 

2.  競争入札（見積）資格要件 

 本業務において、次に揚げるすべての要件を満たす者のみが、この入札（見積）に参

加することができる。 

（1） 一般建設業の許可を得ていること 

（2） 資本金 1,000 万円以上であること 

（3） 現場常駐者は、2 級土木施工管理技士以上の資格を有するものであること 

 

3.  提出書類 

 下記書類 2 部を提出の事（下記提出先に郵送にて受付） 

(1)  会社案内・会社経歴書等（前記資格要件がわかるもの） 

(2)  現場常駐候補者の名称および資格 

(3)  競争参加資格申請書、誓約書（添付書類参照） 

 

4.  書類提出期限及び提出先  

（1）提出期限 入札（見積り）日程に記載 

（2）提出先  〒600-8084 京都市下京区高倉通仏光寺下ル新開町 397 

真宗佛光寺派宗務所 総務部長 澁谷晃 

TEL (075)341-3321 FAX (075)341-3120 

 

5.  入札（見積）日程 

（1） 入札（見積）参加申請書受付期間 

平成 22 年 12 月 27 日～平成 23 年 1 月 12 日午後４時までに  

郵送の事。 



参加申請があった者に、本工事特記仕様書および設計書、設計図を郵送す

る。 

（2） 入札（見積）書提出期間 

平成 23 年 1 月 13 日～平成 23 年 1 月 20 日午後４時までに 

郵送もしくは持参にて到着の事 

（3） 入札（見積）結果発表 

平成 23 年１月 21 日午前 10 時に本山会議室にて開札（開札立会について

は、申し出下さい）する。 

予定価格の制限範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札し

た者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

（4） 入札金額 

入札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０５を加

算した金額を持って落札とするので、見積った契約金額の１０５分の１００

に相当する金額を記載すること。 

入札金額は２件の工事設計書の合算金額を記載すること。 

 

6.  その他注意事項 

 

（1） 本工事に関する質問事項等があれば FAX にて提出する事。質問期間は、平成 23

年 1 月 12 日から平成 23 年 1 月 14 日までとし、回答は FAX でおこなう。 

 【質問等受付先】 

 真宗佛光寺派宗務所 総務部  

    FAX （075）341-3120 

（2） 落札者以外の者は本工事の特記仕様書および設計書、設計図は返却すること。 

（3） 現場説明会は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競争参加資格申請書 

 

平成  年  月  日 

 

真宗佛光寺派宗務所 総務部長 澁谷晃 殿 

  

 

 

 

下記の調達案件に関わる競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

 

1. 調達案件番号     00000002     

2. 工事名称  本山佛光寺 本廟擁壁等改修工事 

3. 工事場所  京都市東山区粟田口鍛冶町地内 

 

 

 

     住 所   

 

入札者（見積者）氏 名 

 

担当者及び連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

○印  



誓 約 書 

 

平成  年  月  日 

 

真宗佛光寺派宗務所 総務部長 澁谷晃 殿 

 

 

下記の業務に関して、以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約

します。 

 

 

調達案件番号 00000002     

工事名称  本山佛光寺 本廟擁壁等改修工事 

工事場所  京都市東山区粟田口鍛冶町地内 

 

1. 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の(ｱ)から(ｵ)の要件に該当する

者ではないこと 

(ｱ) 会社更生法（H14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

(ｲ) 民事再生法（H11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

(ｳ) 破産法（H16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

(ｴ) 会社法（H17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

(ｵ) 銀行取引停止処分がなされている者 

 

2. 本工事等における暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他本工事

等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう）による不当介入（不当な要求

または業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入

があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとす

る。 

 

     住 所   

 

入札者（見積者）氏 名 

 

担当者及び連絡先 

 

○印  


